
１ 総  括 

(1)人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 （参考）１７年度 

（１８年度末） 千円 千円 千円 B/A の人件費率 

18 年度 74,900 人 22,380,420 187,600 6,803,170 30.4％ 30.5％

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）  

 職員数 給与費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 

千円

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

千円 千円 千円 千円 

１８年度 732 人 2,976,905 591,049 1,285,933 4,853,877 6,631 

 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

    ２ 職員数は１８年４月１日現在の人数である。 

(3)特記事項   なし 

(4)ラスパイレス指数の状況 （各年４月１日現在） 

年 度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

伊東市 101.8 98.9 102.0 98.3 100.3 100.0 100.6 

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 

 

(5)給与改定の状況 

 平成１９年度における給与改定は勤勉手当を改定しました。 

区 分 
人事院の勧告 

民間支給割合 A 公務員の支給月数 較 差 勧告（改定月数） 

１９年度 ４．５６月 ４．４５月 ０．１１月 ０．０５月 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）  

A.一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 

伊東市 42.5 歳 344,988 円 464,064 円 404,907 円 

静岡県 42.6 歳 361,591 円 462,418 円 400,292 円 

国 40.7 歳 325,724 円 ― 383,541 円 

B.技能労務職 

区 分 

公務員 民 間 参考

平均 

年齢 

平均給料 

 月 額 

平均給与

 月額 Ａ

平均給与月額  

（国ベース） 

対応する民間 

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与

月額 Ｂ 

A/B

伊東市 43.0 歳 327,537 円 398,158 円 383,328 円 ― ― ― ― 

（うち清掃職員） 40.0 歳 316,059 円 382,090 円 373,908 円 ― ― ― ― 

（うち給食調理員） 47.1 歳 338,447 円 391,413 円 391,413 円 ― ― ― ― 

（うち用務員） 45.7 歳 341,536 円 395,962 円 393,375 円 用務員 53.6 歳 436,265 円 0.91

静岡県 50.2 歳 357,431 円 409,121 円 387,939 円 ― ― ― ― 

 

※民間データは、静岡県人事委員会が行った「平成１９年職種別民間給与実態調査」において公表されているデー

タを使用している。  

※職種別民間給与実態調査における調査対象従事員は、常時勤務する従業員のうち、期間を定めず雇用されてい

る者とし、臨時の者を除いている。 

（参考） 

区 分 

民 間 参考 参 考 

対応する民間の 

類似職種 

平均 

年齢 

平均給与

 月額 Ｃ

A/C

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 Ｄ 民間 Ｅ D/E

伊東市 ― ― ― ― ― ― ―

（うち清掃職員） 廃棄物処理業従業員 43.3 歳 299,800 円 1.27 6,310,424 円 4,192,600 円 1.51

（うち給食調理員） 調理士 43.1 歳 251,400 円 1.58 6,495,656 円 3,466,100 円 1.87

（うち用務員） 用務員 53.9 歳 227,200 円 1.74 6,591,322 円 3,845,600 円 1.71

※民間データは、賃金構造基本統計調査にて公表されているデータを使用している。（平成 16～18 年の 3か年平

均） 



※賃金構造基本統計調査における労働者とは労働基準法第 9条にいう労働者をいい、臨時労働者（常用労働者に

該当しない日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4 月又は 5月に雇われた日数がいず

れかの月において 17 日以下の労働者）が含まれる。  

※技能労務職職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢 、業務内容、雇用形態等の点において完全一致してい

るものではない。（廃棄物処理業従業員と用務員については全国平均値で、調理士については静岡県平均値のデ

ータである。）  

※年収ベースの「公務員Ｄ」及び「民間Ｅ」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したものに、公務員において

は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 

C.教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

伊東市 42.2 歳 338,349 円 387,291 円 387,291 円

静岡県 （小中学校教育職） 42.6 歳 361,591 円 462,418 円 400,292 円

（注） １ 『平均給料月額』とは、19 年 4 月 1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。  

  ２ 『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、

『平均給与月額（国ベース）』は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当

が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 

（２）職員の初任給の状況（１９年４月１日現在） 

区 分 伊東市 静岡県 国 

一般行政職 
大学卒 169,800 円 176,800 円 170,200 円 

高校卒 142,800 円 142,800 円 138,400 円 

技能労務職 
高校卒 142,800 円 140,300 円 ― 

中学卒 134,000 円 127,700 円 ― 

教育職 

（小中学校教育職） 

大学卒 169,800 円 197,400 円 ― 

高校卒 142,800 円 153,100 円 ― 

消防職 
大学卒 169,800 円 ― ― 

高校卒 142,800 円 ― ― 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）  

 

 

 

 

区  分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 

技能労務職 

教育職等 

大学卒 278,800 円 320,300 円 364,200 円 

高校卒 235,900 円 287,200 円 328,500 円 



３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在） 

区 分 代表的な職務 職員数 構成比

１級 主事・技師・その他 ５３人 16.2％

２級 主事・技師・その他 ９８人 29.9％

３級 係長・主査・主任 ９６人 29.3％

４級 課長補佐 ４３人 13.1％

５級 参事・課長 ３０人 9.1％

６級 部長 ８人 2.4％

計  ３２８人 100％

（注）１ 伊東市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ 保育士、幼稚園教諭、消防職員、現業職員等の職員は含まれていません。 

     ２ 平成１８年に７級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級を１級に統合し、３級から７級ま

でをそれぞれ１級ずつ下げました。） 
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４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

伊東市 静岡県 国 

１人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度） 

1,760 千円 1,883 千円 － 

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合） （１８年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

３．０月分 １．４５月分 ３．０月分 １．４５月分 ３．０月分 １．４５月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加
算措置 

職制上の段階、職務の級等による加
算措置 

職制上の段階、職務の級等による加
算措置 

（２）退職手当（１９年４月１日現在） 

区 分 伊東市 県 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 23.5 月分 30.55 月分 23.5 月分 30.55 月分 23.5 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.5 月分 41.34 月分 33.5 月分 41.34 月分 33.5 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.5 月分 59.28 月分 47.5 月分 59.28 月分 47.5 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

（その他の加算措置） 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

定年前早期退職特例
措置 

 
（2～20％加
算） 

 
（2～20％加
算） 

 （2～20％加
算） 

職責に応じた調整額
の加算   

あり あり あり 

１人当たりの平均支
給額 

1,677 万円 2,780 万円 619 万円 2,825 万円 ― ― 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１８年度の退職者４０人に支給された平均額です。支給率及びその
他の加算措置については、国に準じた制度となっています。 

（３）地域手当（１９年４月１日現在） 

支給実績（１８年度決算） 191,078 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 234,451 円

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

５％ ８０７人 １％ 

＊支給率については、平成１９年１０月１日から、支給率は３％となっています。 

＊平成２２年度の制度完成時までに支給率０％となるよう段階的に引き下げることとしています。 



（４）特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 

支給実績（１８年度決算） 5,014 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 26,529 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度） 23.0％

手当の種類（１８年度） １２手当

主な手当名 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

救急手当 消防職員 
救急出動し、患者等を搬送に従事 １回につき１人２００円 

（午後１０時から翌日の午前５時まで） （３００円） 

衛生不快手当 美化推進課職員 
清掃工場及び伊東クリーンセンターの

業務に従事 
日勤 １日（１夜） １５０円（７００円）

税務手当 

課税課・収納課 

保険年金課職員 

市税、保険税事務に従事 月額 １，０００円 

特別救助手当 消防職員 特別な救助に従事 月額 １，５００円 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（１８年度決算） 101,620 千円

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 123,927 円

支給実績（１７年度決算） 152,117 千円

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） 181,957 円

（６）その他の手当（１９年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績    

（平成 18 年度） 

支給職員 1人当たり
平均支給年額   
（平成 18 年度） 

扶養手当 

次表参照 

同じ  94,620 千円 226,906 円

住居手当 異なる 支給額 95,547 千円 116,521 円

通勤手当 異なる 支給額 97,655 千円 119,091 円

管理職手当 異なる 支給割合 31,262 千円 601,198 円

休日勤務手当 同じ  36,966 千円 45,080 円

夜間勤務手当 同じ  13,466 千円 16,422 円

 



（内容及び支給単価） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給する。 

・配偶者 １３，０００円 

・配偶者以外の扶養親族 ６，５００円 

・扶養親族でない配偶者がある場合そのうち１人 ６，５００円 

・配偶者がいない場合そのうち１人目 １１，０００円 

・その他の扶養親族 ６，５００円 

・満 16 歳に達する年度の初めから満 23 歳の年度末までの子１人につき５，０００円加算 

住居手当 

【借家・借間に居住する場合】 

支給対象者が９，０００円を超える家賃を支払っている職員 

全額支給限度額 11,000 円／２分の１加算限度額 16,000 円／最高支給限度額 27,000 円 

【自宅居住者】 世帯主の場合 5,500 円（新築・購入後５年間 1,500 円加算） 

【その他】 その他の職員 3,000 円（※平成１９年１０月から廃止） 

通勤手当 

伊東市 国 

【交通機関利用者】 【交通機関利用者】 

最高支給限度額なし 最高支給限度額 ５５，０００円

【交通用具使用者】 【交通用具使用者】  

片道４㎞未満 ４，０００円 片道５㎞未満 ２，０００円

片道４㎞以上６km 未満 ６，０００円 片道５㎞以上 10km 未満 ４，１００円

片道６㎞以上８km 未満 ８，０００円 片道 10 ㎞以上 15km 未満 ６，５００円

片道８㎞以上 10km 未満 １０，０００円 片道 15 ㎞以上 20km 未満 ８，９００円

片道10㎞以上12km未満 １２，０００円 片道 20 ㎞以上 25km 未満 １１，３００円

片道12㎞以上14km未満 １４，０００円 片道 25 ㎞以上 30km 未満 １３，７００円

片道14㎞以上16km未満 １６，０００円 片道 30 ㎞以上 35km 未満 １６，１００円

片道16㎞以上20km未満 １８，０００円 片道 35 ㎞以上 40km 未満 １８，５００円

片道20㎞以上25km未満 １９，０００円 片道 40 ㎞以上 45km 未満 ２０，９００円

片道 25 ㎞以上 ２０，０００円 片道 45 ㎞以上 50km 未満 ２１，８００円

※通勤用として勤務地付近に駐車場を借りて

いる職員には、8,000 円を限度に駐車場代金相

当額を支給 

片道 50 ㎞以上 55km 未満 ２２，７００円

片道 55 ㎞以上 60km 未満 ２３，６００円

片道 60 ㎞以上 ２４，５００円

【併用者（交通機関と交通用具）】 

最高支給限度額        ７５，０００円 

※新幹線等利用者は 20，000 円を限度に加算

あり 

管理職手当 【部長職】給料月額の１４％  【参事職】給料月額の１２％  【課長職】給料月額の１０％ 

休日勤務手当 
祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職
員に支給する。勤務 1時間あたりの給与額×135／100（支給単位 1時間） 

夜間勤務手当 
正規の勤務時間として深夜（午後１０時から翌日の午前５時）に勤務した職員に支給する。勤務 1
時間あたりの給与額×25／100（支給単位 1時間） 



５ 特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在） 

区   分 
給料月額等 

伊東市 （参考）類似都市における最高/最低額 

給
料
月
額 

市長 807,000 円 987,000 円/435,000 円

副市長 703,000 円 815,000 円/612,800 円

報
酬
月
額 

議長 413,000 円 737,200 円/400,000 円

副議長 380,000 円 652,700 円/350,000 円

議員 351,000 円 590,900 円/320,000 円

期
末
手
当 

市長 ４．７８５月分（１９年度支給割合） 

副市長 ４．７８５月分（１９年度支給割合） 
議長 ４．７８５月分（１９年度支給割合） 
副議長 ４．７８５月分（１９年度支給割合） 
議員 ４．７８５月分（１９年度支給割合） 

退職手当 
市長 

（算定方式） 
給料月額×45/100×在職月数

（支給時期） 退職時に通算
副市長 給料月額×28/100×在職月数

 



６ 職員数の状況 

（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在） 

部局／区分 1８年度（人） 1９年度（人） 対前年増減数（人） 主な増減理由

市長事務部局 ５３１ ５２１ △１０ 事務統廃合 

議会事務局 ７ ７ － － 

監査委員事務局 ３ ３ － － 

選挙管理委員会事務局 （３） （３） （－） － 

教育委員会 １４２ １４１ △１ 事務統廃合 

公平委員会事務局 （２） （２） （－） － 

農業委員会事務局 １（２） １（２） － － 

水道企業 ３０ ２８ △２ 事務統廃合 

消防本部 １０６ １０６ － － 

合計〔１，０３８〕 ８２０ ８０７ △１３ － 

＊ （ ）書きは、市長事務部局と兼務の人数で、市長事務部局の職員数に含まれています。〔１，０３８〕は条例定数
です。  

（２） 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）  
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（３） 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

1 定員適正化目標（数・率） 

計画期間 数値目標 

始期 終期 平成１７年４月１日現在の一般行政職員 495 人を平成 22 年４月１日現在
451 人とする。 

（４５人、９．０９％の減） 
平成１７年４月１日 平成２２年３月３１日 

2 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標 

  全部門における職員数は、平成１７年４月１日現在８３５人を５２人、６．２３％減じて、７８３人とする。 

 

3 定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （平成９年からの職員数の推移 単位：人） 

部 門 区 分 ９年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年

一般行政 
職員数 A 581 581 579 561 545 535 526 508 495 487 479

対前年増減数 4 0 △2 △18 △16 △10 △9 △18 △13 △8 △8

特別行政 
職員数 C 276 274 266 262 255 250 249 248 249 248 247

対前年増減数 △2 △2 △8 △4 △7 △5 △1 △1 1 △1 △1

公営企業等 
職員数 D 114 114 108 107 110 97 96 94 91 85 81

対前年増減数 1 0 △6 △1 3 △13 △1 △2 △3 △6 △4

合 計 
職員数 A＋C＋D 971 969 953 930 910 882 871 850 835 820 807

対前年増減数 3 △2 △16 △23 △20 △28 △11 △21 △15 △15 △13

（一般行政部門における定員適正化の進捗状況 単位：人） 

部 門 区 分 ９年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年

一般行政 
職員数 A 581 581 579 561 545 535 526 508 495 487 479

対前年増減数 4 0 △2 △18 △16 △10 △9 △18 △13 △8 △8

定員適正化

計 画 

職員数 Ｂ 575 573 566 576 574 570 566 564 495 488 479

達成状況 Ａ－Ｂ 6 8 13 △15 △29 △35 △40 △56 0 △1 0

平成１２年の定員適正化計画の職員数が、前年と比較して１０人増となった要因は、国体の開催、病院事業課の新
設等の業務増によるものです。  

 


